
 

 

 

 

 

 

令和８年３月定例月議会 

令和８年３月２４日 

予算常任委員会（総務教育分科会） 

 資 料 
 

 

関連議案 案件名 所管局・課 ページ 

議案第１５号 令和７年度長浜市一般会計補正予算 

（第１２号） 

市民活躍課 ２ 

議案第１５号 令和７年度長浜市一般会計補正予算 

（第１２号） 

生涯学習課 １０ 

議案第２１号 長浜市スポーツ振興基金条例の制定について 文化スポーツ課 １１ 

議案第１５号 令和７年度長浜市一般会計補正予算 

（第１２号） 

文化スポーツ課 １２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民協働部 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（総務教育分科会） 

関係案件 議案第 15 号 

所管局・課 市民活躍課 

  

2 款 1 項 9 目 地域振興費 

単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

地域活性化施設管理運営事業費 9,941 103 10,044 

 

補正財源 経費 

一般財源              103 委託料 103 

 

１ 補正理由 

原油価格をはじめとする物価高騰に伴い価格が上昇する光熱費及び燃料費について、

指定管理施設の安定的な運営を図るため、その不足額を支援するものです。 

 

２ 対象施設 

   大見いこいの広場 

  

３ 指定管理者 

   株式会社ふるさと夢公社きのもと 

 

４ 追加する指定管理料 

 103 千円 

 

５ 【算出方法】 

   光熱費等支援分 ＝ 光熱費等実績額 – 光熱費等当初予算額 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（総務教育分科会） 

関係案件 議案第 15 号 

所管局・課 市民活躍課 

 

2 款 1 項 9 目 地域振興費 

 

事業名 補正前 補正額 補正後 

移住・定住対策事業費 9,330 400 9,730 

 

補正財源 経費 

一般財源             400 補償、補填及び賠償金         400 

 

１ 補正理由 

  元地域おこし協力隊員が大阪高等裁判所に控訴した損害賠償請求控訴事件について、

訴訟上の和解を行い、解決金を支払うため、必要な予算を補正するものです。 

 

２ 補正内容 

  賠償金（解決金）  400 千円 

 

３ 事件名 

 損害賠償請求控訴事件 

 

４ 相手方 

 元地域おこし協力隊員 1 名 

 

５ 和解内容 

 （１）被控訴人は、控訴人に対し、本件解決金として 400,000 円の支払義務があること

を認める。 

 （２）被控訴人は、控訴人に対し、前項の金員を指定日までに控訴人の指定する銀行口

座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は被控訴人の負担とする。 

 （３）被控訴人は、控訴人に対し、本件訴訟を踏まえ、将来にわたる長浜市地域おこし

協力隊事業の運用につき、以下の各事項を充実させることに努める所存であること

を表明する。 

   ①活動の目的、活動内容及び事務手続の明確化 

   ②個々の隊員の活動に対する支援・活動環境への配慮 

   ③個々の隊員のメンタルヘルスへの配慮 

   ④上記①から③の各記載事項について、採用前に応募者に対して分かりやすく説明

すること 
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   ⑤ハラスメントの防止 

 （４）控訴人は、その余の請求を放棄する。 

 （５）控訴人及び被控訴人は、控訴人と被控訴人との間に、本件に関し、この和解条項

に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

 （６）訴訟費用は、第 1、2 審を通じて各自の負担とする。 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（総務教育分科会） 

関係案件 議案第 15 号 

所管局・課 市民活躍課 

 

 

移住・定住対策事業費にかかる繰越明許費の設定について 

 

 単位：千円 

款 項 事 業 名 翌年度繰越額 

総務費 総務管理費 移住・定住対策事業費 400 

 

繰越の理由 

 元地域おこし協力隊員が大阪高等裁判所に控訴した損害賠償請求控訴事件について、和

解期日が令和 8 年 4 月以降となるため翌年度に繰り越すものです。 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（総務教育分科会） 

関係案件 議案第 15 号 

所管局・課 市民活躍課 

  

2 款 1 項 18 目 市民まちづくりセンター費 

単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

市民まちづくりセンター管理運営事業費 271,367 3,099 274,466 

 

補正財源 経費 

一般財源             3,099 委託料  3,099 

 

１ 補正理由 

原油価格をはじめとする物価高騰に伴い価格が上昇する光熱費及び燃料費について、

指定管理施設の安定的な運営を図るため、その不足額を支援するものです。 

 

２ 補正内容 

対象施設 指定管理者 
追加する 

指定管理料 

南郷里まちづくりセンター 南郷里地域づくり協議会 166 千円 

北郷里まちづく

りセンター等 

北郷里まちづくりセンター 

東上坂山村広場 
北郷里連合地域づくり協議会 164 千円 

神田まちづくりセンター 神田地区まちづくり協議会 508 千円 

六荘まちづくりセンター 六荘地区地域づくり協議会 612 千円 

虎姫まちづくり

センター等 

虎姫まちづくりセンター 

虎姫運動広場運動場 

虎姫運動広場体育館 

虎姫運動広場テニスコート 

虎姫地域づくり協議会 582 千円 

余呉まちづくり

センター等 

余呉まちづくりセンター 

余呉屋内グラウンド 
余呉地域づくり協議会 1,067 千円 

 

３ 【算出方法】 

   光熱費等支援分 ＝ 光熱費等実績額 – 光熱費等当初予算額 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（総務教育分科会） 

関係案件 議案第 15 号 

所管局・課 市民活躍課 

 

10 款 5 項 2 目 生涯学習費 

単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

虎姫時遊館管理運営事業費 7,388  47,300 54,688 

  

補正財源 経費 

一般財源                       47,300 工事請負費           47,300 

１ 補正理由 

  令和 8 年 3 月末をもって施設の運営を終了する虎姫時遊館について、解体撤去を行う

ために必要な経費を増額補正するものです。 

 

２ 補正内容 

工事請負費 

 虎姫時遊館解体工事（413 ㎡）  47,300 千円 

 

今後のスケジュール 

令和 8 年 6 月  入札 

令和 8 年 8 月  工事着手 

令和 9 年 3 月  工事完了予定 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（総務教育分科会） 

関係案件 議案第 15 号 

所管局・課 市民活躍課 

 

 

虎姫時遊館管理運営事業費にかかる繰越明許費の設定について 

 

 単位：千円 

款 項 事 業 名 翌年度繰越額 

教育費 社会教育費 虎姫時遊館管理運営事業費 47,300 

 

 繰越の理由 

   今回の 3 月議会で補正予算計上した虎姫時遊館解体工事費について、適正な工期を

確保するため、繰越明許費を設定するものです。 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（総務教育分科会） 

関係案件 議案第 15 号 

所管局・課 市民活躍課 

 

 

市民まちづくりセンター整備事業費にかかる繰越明許費の設定について 

 

 単位：千円 

款 項 事 業 名 翌年度繰越額 

総務費 総務管理費 市民まちづくりセンター整備事業費 40,296 

 

繰越の理由 

   湖北まちづくりセンター等空調設備改修工事については、変圧器の規格変更に伴う

需要の増加により、年度内の完了が困難となったことから、適正な工期を確保するた

め繰越明許費を設定するものです。 

 

 繰越明許費内訳 

  湖北まちづくりセンター等空調設備改修工事費       40,296 千円 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（総務教育分科会） 

関係案件 議案第 15 号 

所管局・課 生涯学習課 

 

 

 図書館管理運営費にかかる繰越明許費の設定について 

 

単位：千円 

款 項 事業名 翌年度繰越額 

教育費 社会教育費 図書館管理運営費 15,096 

 

 繰越の理由 

湖北まちづくりセンター等空調設備改修工事については、変圧器の規格変更に伴う

需要の増加により、年度内の完了が困難となったことから、適正な工期を確保するた

め繰越明許費を設定するものです。 

 

繰越明許費内訳 

  湖北まちづくりセンター等空調設備改修工事費       15,096 千円 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（総務教育分科会） 

関係案件 議案第 21 号 

所管局・課 文化スポーツ課 

 

 

長浜市スポーツ振興基金条例の制定について 

 

１ 制定の趣旨・理由 

昨年開催された国スポ・障スポ大会を契機として、今後さらにスポーツの振興やスポ

ーツ活動を通じた市民の健康づくりなどに取り組むこととし、第 2 期長浜市スポーツ推

進計画に基づき、スポーツ施策を総合的かつ効果的に推進するため、基金を設置して財

源を確保するものです。 

 

 

２ 主な制定内容 

（１）基金の名称 

    長浜市スポーツ振興基金 

 

 （２）基金の管理・処分に関する事項 

    ・積立額（第 2 条） 

    ・管理（第 3 条） 

・運用益の処理（第 4 条） 

・繰替運用（第 5 条） 

・処分（第 6 条） 

 

（３）基金の使途 

    スポーツの振興やスポーツ活動を通じた健康づくりなどに寄与する事業 

 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（総務教育分科会） 

関係案件 議案第 15 号 

所管局・課 文化スポーツ課 

  

10 款 5 項 2 目 生涯学習費 

単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

市民文化ホール管理運営事業費 117,301 14,444 131,745 

 

補正財源 経費 

一般財源             14,444 委託料 14,444 

 

１ 趣旨 

原油価格をはじめとする物価高騰に伴い価格が上昇する光熱費及び燃料費について、

指定管理施設の安定的な運営を図るため、その不足額を支援するものです。 

 

２ 補正内容 

対象施設 指定管理者 追加する指定管理料 

長浜文化芸術会館・ 

浅 井 文 化 ホ ー ル 
(公財)長浜文化スポーツ振興事業団 

12,140 千円 

木之本スティックホール 2,304 千円 

 

 

３ 【算出方法】 

   光熱費等支援分 ＝ 光熱費等実績額 – 光熱費等当初予算額 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（総務教育分科会） 

関係案件 議案第 15 号 

所管局・課 文化スポーツ課 

 

10 款 6 項 2 目 体育振興費 

単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

スポーツ振興対策事業費 60,193 150,000 210,193 

 

補正財源 経費 

一般財源           150,000 積立金            150,000 

 

１ 補正理由 

  第 2 期長浜市スポーツ推進計画に基づき、スポーツ施策を総合的かつ効果的に推進す

るために必要な事業の財源を確保するため、新たに創設する長浜市スポーツ振興基金へ

積立てを行うものです。 

 

 

２ 補正内容 

  スポーツ振興基金積立金  150,000 千円 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（総務教育分科会） 

関係案件 議案第 15 号 

所管局・課 文化スポーツ課 

 

10 款 6 項 2 目 体育振興費 

単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

国スポ障スポ開催対策事業費 475,753 △155,000 320,753 

 

補正財源 経費 

教育費県補助金 

 わた SHIGA 輝く国スポ競技別リハーサル大会 

運営費補助金             △5,079 

 わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ市町競技施設 

整備費補助金            △30,149 

わた SHIGA 輝く国スポ会場地市町運営交付金 

                             △15,285 

一般財源              △104,487 

負担金、補助及び交付金  △155,000 

 

１ 補正理由 

  わた SHIGA 輝く国スポリハーサル大会及び本大会の開催経費に不用額が生じたことか

ら、長浜市実行委員会負担金を減額補正するものです。 

 

２ 補正内容 

  長浜市実行委員会負担金 △155,000 千円 

  【不用額の主な原因】 

   選手・役員等の輸送手段の見直しによるバス借上料の削減 

   企業協賛による街頭装飾や学校観戦経費の補てん 

   皇室のお成り（競技御覧）対応経費の余剰 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（総務教育分科会） 

関係案件 議案第 15 号 

所管局・課 文化スポーツ課 

  

10 款 6 項 3 目 体育施設費 

単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

スポーツ施設管理運営事業費 138,904 5,835 144,739 

 

補正財源 経費 

一般財源             5,835 委託料     5,835 

 

１ 趣旨 

原油価格をはじめとする物価高騰に伴い価格が上昇する光熱費について、指定管理施

設の安定的な運営を図るため、その不足額を支援するものです。 

 

２ 補正内容 

対象施設 指定管理者 
追加する 

指定管理料 

浅井地区スポーツ施設 

(公財)長浜文化スポーツ振興事業団 

2,288 千円 

長浜市民体育館等  

ス ポ ー ツ 施 設  
862 千円 

神 照 運 動 公 園  

ス ポ ー ツ 施 設  
2,685 千円 

 

 

３ 【算出方法】 

   光熱費等支援分 ＝ 光熱費等実績額 – 光熱費等当初予算額 

   

15



所管委員会 予算常任委員会 

（総務教育分科会） 

関係案件 議案第 15 号 

所管局・課 文化スポーツ課 

 

生涯学習施設整備事業費にかかる繰越明許費の設定について 

 

単位：千円 

款 項 事業名 翌年度繰越額 

教育費 社会教育費 生涯学習施設整備事業費 21,750 

 

繰越の理由 

湖北まちづくりセンター等空調設備改修工事については、変圧器の規格変更に伴う需

要の増加により、年度内の完了が困難となったことから、適正な工期を確保するため繰

越明許費を設定するものです。 

 

繰越明許費内訳 

 湖北まちづくりセンター等空調設備改修工事費       21,750 千円 
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